
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日
）

目

次

規

則

○
福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
〇
八

○
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

六
〇
八

○
福
島
県
自
治
体
等
病
院
特
定
診
療
科
医
師
確
保
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
〇
九

○
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

六
〇
九

告

示

○
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
認
証
し
た
件
二
件

六
〇
九

○
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
通
知
が
あ
っ
た
件

六
〇
九

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
三
件

六
〇
九

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所

有
者
等
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件
二
件

六
一
〇

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
旨
の
通
知
を
す
る
森
林
所
有
者
等
の
所

在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
当
該
通
知
の
内
容
を
掲
示
し
た
件

六
一
一

○
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
件
二
件

六
一
一

○
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
指
定
す
る
件

六
一
一

公

告

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

六
一
四

○
福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
意
見
が
あ
っ

た
件

六
一
四

福
島
県
教
育
委
員
会

○
福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
一
五

○
福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

六
一
五

規

則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
、
福
島
県
自
治
体
等
病
院
特
定
診
療
科
医
師
確
保
研
修
資
金
貸
与
条

例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

福
島
県
規
則
第
九
十
一
号

福
島
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
行
政
組
織
規
則
（
平
成
十
五
年
福
島
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。別

表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
介
護
保
険
審
査
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
小
児

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
十
九
条

保
健
福
祉

慢
性
特
定
疾

の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
小
児
慢
性
特
定
疾
病
児
童
等
の
保
護

部
自
立
支

病
審
査
会

者
に
つ
い
て
医
療
費
支
給
認
定
を
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
審
査
に

援
総
室
児

関
す
る
こ
と
。

童
家
庭
課

別
表
第
三
の
一
の
表
福
島
県
精
神
医
療
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
指
定

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年

保
健
福
祉

難
病
審
査
会

法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
難
病
の
患

部
健
康
衛

者
に
つ
い
て
支
給
認
定
を
し
な
い
こ
と
に
関
す
る
審
査
に
関
す
る

生
総
室
健

こ
と
。

康
増
進
課

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
行
政
経
営
課
）

福
島
県
規
則
第
九
十
二
号

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
緊
急
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
福
島
県
規
則
第
七
十
六
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
及
び
第
六
号
中
「
又
は
診
療
所
」
を
削
る
。

第
二
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
が
設
置
す
る
病
院

附

則

───────────────────────────────────────────────────────────
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こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
九
十
三
号

福
島
県
自
治
体
等
病
院
特
定
診
療
科
医
師
確
保
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
自
治
体
等
病
院
特
定
診
療
科
医
師
確
保
研
修
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
一
年
福

島
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
が
県
内
に
設
置
す
る
病
院

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）

福
島
県
規
則
第
九
十
四
号

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
地
域
医
療
医
師
確
保
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
二
年
福
島
県
規
則
第
三
十

五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
県
内
に
」
及
び
「
又
は
診
療
所
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
及
び
第

四
号
中
「
県
内
に
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
県
内
に
」
及
び
「
又
は
診
療
所
」
を
削
り
、
同
条
第

六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

六

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
が
設
置
す
る
病
院

第
一
条
第
八
号
及
び
第
九
号
中
「
県
内
の
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
地
域
医
療
課
）

告

示

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
四
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

伊
達
市

二

成
果
の
名
称

伊
達
市
梁
川
町
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
五
号

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
伊
達
市
の

地
域
内
に
お
け
る
地
籍
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
認
証
し
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

伊
達
市

二

成
果
の
名
称

伊
達
市
霊
山
町
石
田
の
一
部
の
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

（
農
村
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保

安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

い
わ
き
市
（
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵
養
か
ん

三

解
除
の
理
由

発
電
施
設
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保
全
課
及
び

い
わ
き
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

東
白
川
郡
鮫
川
村
大
字
赤
坂
東
野
字
蕨
ノ
草
二
〇
一
の
二
か
ら
二
〇
一
の
四
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

───────────────────────────────────────────────────────────
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───────────────────────────────────────────────────────────
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㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
鮫
川
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
鮫
川
村
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

田
村
郡
小
野
町
大
字
南
田
原
井
字
三
道
内
九
、
一
二
五
、
一
二
六
の
一
、
一
二
六
の
二
、
大
字
湯

沢
字
保
代
内
一
八
七

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
小
野
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
小
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
四
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

田
村
郡
小
野
町
大
字
小
戸
神
字
日
向
一
五
五
の
一
、
一
五
五
の
五
か
ら
一
五
五
の
一
六
ま
で
、
一

五
六
の
一
、
一
五
六
の
五
、
一
五
八
の
一
、
一
五
八
の
三
、
一
五
八
の
一
三
か
ら
一
五
八
の
一
五
ま

で
、
一
五
九
の
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

名
所
又
は
旧
跡
の
風
致
の
保
存

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

㈠

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

㈡

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
小
野
町
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

㈢

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
福
島
県
農
林
水
産
部
森
林
林
業
総
室
森
林
保

全
課
及
び
小
野
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す

る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容

の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

遠
藤
初
恵

酒
井
秀
治
郎

四
條
嘉
明

鈴
木
清
子

根
本
清
助

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
告
示
第
七
百
六
号
）
に

よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
す
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、
同
法
第
百
八
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当
該
通
知
の
内
容

の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

戸
田
甚
太
郎

戸
田
亀
治

根
本
伊
之
八

佐
藤
藤
三
郎

山
城
与
平
治

山
城
長
吉

山
城
辰

吉

山
川
勘
左
エ
門

新
妻
梅
五
郎

渡
辺
萬
作

渡
辺
駒
吉

樋
田
庄
左
エ
門

柳
井
半
治
郎

荒
川
隆
文

佐
川
ト
シ

高
橋
テ
ツ

茗
花
正
夫

豊
島
榮

根
本
末
二

茗
花
高
次
郎

谷

平
一
夫

佐
藤
英
樹

渡
邉
行
英

猪
狩
久
一

影
井
利
八

影
井
勇
次
郎

影
井
寅
之
助

夏

目
勘
三
郎

夏
目
治
平

戸
田
亀
治

戸
田
元
治

戸
田
新
之
助

戸
田
長
作

根
本
千
代
吉

根
本
善
作

根
本
惣
吾

根
本
惣
左
エ
門

根
本
房
五
郎

根
本
栄
太
郎

根
本
源
次
郎

根
本

準

根
本
竹
七

根
本
粂
吉

根
本
義
政

根
本
金
三
郎

根
本
金
之
助

根
本
鶴
吉

佐
藤
伝

佐
藤
安
吉

佐
藤
藤
三
郎

佐
藤
重
治

山
城
勘
治

山
城
安
四
郎

山
城
定
吉

山
城
辰
吉

小
川
勘
左
エ
門

新
妻
栄
治

新
妻
梅
五
郎

新
妻
源
五
郎

新
妻
福
次
郎

新
妻
辰
惠

新

妻
邦
次
郎

水
野
谷
義
明

水
野
谷
辰
吉

猪
狩
清
助

渡
辺
初
太
郎

渡
辺
和
助

渡
辺
市
三

郎

渡
辺
常
松

渡
辺
末
藏

渡
辺
熊
五
郎

渡
辺
芳
之
助

渡
辺
萬
作

樋
田
要
右
エ
門

樋

田
鶴
之
助

柳
井
末
次
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
件
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
告
示
第
七
百
八
号
）
に

よ
る
こ
と
。

３

当
該
告
示
の
内
容
に
つ
い
て
異
議
が
あ
る
と
き
は
、
森
林
法
第
三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
当
該
告
示
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
意
見
書
を
福
島
県
知
事
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ

と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
二
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し

た
旨
の
通
知
を
す
る
相
手
方
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
在
が
不
分
明
で
あ
る
た
め
、

同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
通
知
の
内
容
を
い
わ
き
市
役
所
の
掲
示
場
に
掲
示
し
た
。
当

該
通
知
の
内
容
の
要
旨
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

所
在
の
不
分
明
な
者
の
氏
名

飯
高
徳
次

遠
藤
卯
之
松

遠
藤
助
次

北
郷
藤
太

矢
吹
市
太
郎

二

通
知
の
内
容
の
要
旨

１

保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
し
た
こ
と
。

２

当
該
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件
に
つ
い
て
は
、
保
安
林

の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
件
（
平
成
二
十
六
年
福
島
県
告
示
第
七
百
九
号
）
に
よ
る
こ
と
。

（
森
林
保
全
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
会
津
若

松
建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
二
五
二
号

河
沼
郡
柳
津
町
大
字
柳
津
字
下
中
平
甲

平
成
二
六
年
一
二
月
二
六

七
〇
四
番
七
地
先
か
ら

日

同

郡
同

町
大
字
柳
津
字
下
原
道
西

甲
四
六
九
番
六
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
道
路
の

供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
土
木
部
道
路
総
室
道
路
計
画
課
及
び
福
島
県
い
わ
き

建
設
事
務
所
で
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
二
週
間
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

一
般
国
道
三
九
九
号

い
わ
き
市
小
川
町
上
小
川
字
上
戸
渡
三

平
成
二
六
年
一
二
月
二
七

七
番
一
五
地
先
か
ら

日

同

市
小
川
町
上
小
川
字
上
戸
渡
三

七
番
一
四
地
先
ま
で

（
道
路
計
画
課
）

福
島
県
告
示
第
七
百
五
十
五
号

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
第
五
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
及
び
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
砂
災
害
警
戒
区
域
及
び
土
砂

災
害
特
別
警
戒
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

土
砂
災
害
警
戒
区
域

土
砂
災
害
の
発
生

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

区
域
の
範
囲

現
象
の
種
類

天
王

二
本
松
市
戸
沢
字
天
王

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

油
井
川

同

市
不
動
平

土
石
流

深
堀
沢
川

同

市
岳
温
泉
一
丁
目

土
石
流

小
関
川

同

市
小
関

土
石
流

若
神
子
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
鎌
田
字
若
神
子

土
石
流

町
沢

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
大
垬
字
町

土
石
流

郭
内
三
丁
目

二
本
松
市
郭
内
三
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

根
崎
二
丁
目

同

市
根
崎
二
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

亀
谷
一
丁
目

同

市
亀
谷
一
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

２
号

松
木
下

同

市
木
幡
字
松
木
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
木
下
１
号

同

市
木
幡
字
松
木
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
渡

石
川
郡
浅
川
町
大
字
太
田
輪
字
二
渡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

内
畑

同

郡
同

町
大
字
松
ノ
入
字
内
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
菖
蒲
庭

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
下
菖

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蒲
庭

橋
上
沢

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
橋
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢

東
今
田

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
東
今

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田

西
今
田

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
西
今

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田

追
越

同

郡
同

町
大
字
染
字
追
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芝

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
関
岡
字
芝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
谷
畑

同

郡
同

町
大
字
関
岡
字
高
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑

大
寄

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沼
上

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
沼
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向

同

市
湊
町
大
字
赤
井
字
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四
ツ
谷

同

市
湊
町
大
字
赤
井
字
四
ツ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

谷

つ
つ
じ
山

同

市
一
箕
町
大
字
八
幡
字
躑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

躅
山

舘
堀
２
号

同

市
大
戸
町
石
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
雨
屋

同

市
大
戸
町
上
雨
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

香
塩

同

市
大
戸
町
上
三
寄
香
塩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桑
原

同

市
大
戸
町
大
字
大
川
字
桑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

原

壇
ノ
下

同

市
大
戸
町
大
字
芦
牧
字
壇

急
傾
斜
地
の
崩
壊
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ノ
下

高
松

同

市
大
戸
町
小
谷
湯
ノ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
中

急
傾
斜
地
の
崩
壊

村

四
ツ
屋
１
号

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ツ
屋

四
ツ
屋
２
号

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ツ
屋

炭
釜

東
白
川
郡
塙
町
大
字
東
河
内

地
滑
り

二

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域

区
域
の
範
囲
及
び

土
砂
災
害
の
発
生

自
然
現
象
に
よ
り

区

域

名

区

域

原
因
と
な
る
自
然

建
築
物
に
作
用
す

現
象
の
種
類

る
と
想
定
さ
れ
る

衝
撃

天
王

二
本
松
市
戸
沢
字
天
王

土
石
流

次
の
図
の
と
お
り

油
井
川

同

市
不
動
平

土
石
流

深
堀
沢
川

同

市
岳
温
泉
一
丁
目

土
石
流

小
関
川

同

市
小
関

土
石
流

若
神
子
沢

石
川
郡
古
殿
町
大
字
鎌
田
字
若
神
子

土
石
流

町
沢

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
大
垬
字
町

土
石
流

郭
内
三
丁
目

二
本
松
市
郭
内
三
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

根
崎
二
丁
目

同

市
根
崎
二
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

亀
谷
一
丁
目

同

市
亀
谷
一
丁
目

急
傾
斜
地
の
崩
壊

２
号

松
木
下

同

市
木
幡
字
松
木
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

松
木
下
１
号

同

市
木
幡
字
松
木
下

急
傾
斜
地
の
崩
壊

二
渡

石
川
郡
浅
川
町
大
字
太
田
輪
字
二
渡

急
傾
斜
地
の
崩
壊

内
畑

同

郡
同

町
大
字
松
ノ
入
字
内
畑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

下
菖
蒲
庭

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
下
菖

急
傾
斜
地
の
崩
壊

蒲
庭

橋
上
沢

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
橋
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沢

東
今
田

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
東
今

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田

西
今
田

同

郡
同

町
大
字
山
白
石
字
西
今

急
傾
斜
地
の
崩
壊

田

追
越

同

郡
同

町
大
字
染
字
追
越

急
傾
斜
地
の
崩
壊

芝

東
白
川
郡
矢
祭
町
大
字
関
岡
字
芝

急
傾
斜
地
の
崩
壊

高
谷
畑

同

郡
同

町
大
字
関
岡
字
高
谷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

畑

大
寄

同

郡
同

町
大
字
東
舘
字
大
寄

急
傾
斜
地
の
崩
壊

沼
上

会
津
若
松
市
湊
町
大
字
静
潟
字
沼
上

急
傾
斜
地
の
崩
壊

向

同

市
湊
町
大
字
赤
井
字
屋
敷

急
傾
斜
地
の
崩
壊

四
ツ
谷

同

市
湊
町
大
字
赤
井
字
四
ツ

急
傾
斜
地
の
崩
壊

谷
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つ
つ
じ
山

同

市
一
箕
町
大
字
八
幡
字
躑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

躅
山

舘
堀
２
号

同

市
大
戸
町
石
村

急
傾
斜
地
の
崩
壊

上
雨
屋

同

市
大
戸
町
上
雨
屋

急
傾
斜
地
の
崩
壊

香
塩

同

市
大
戸
町
上
三
寄
香
塩

急
傾
斜
地
の
崩
壊

桑
原

同

市
大
戸
町
大
字
大
川
字
桑

急
傾
斜
地
の
崩
壊

原

壇
ノ
下

同

市
大
戸
町
大
字
芦
牧
字
壇

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ノ
下

高
松

同

市
大
戸
町
小
谷
湯
ノ
平

急
傾
斜
地
の
崩
壊

中
村

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
中

急
傾
斜
地
の
崩
壊

村

四
ツ
屋
１
号

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ツ
屋

四
ツ
屋
２
号

同

市
大
戸
町
大
字
高
川
字
四

急
傾
斜
地
の
崩
壊

ツ
屋

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
福
島
県
土
木
部
河
川
港
湾
総
室
砂
防
課
及
び
当
該
土
砂

災
害
警
戒
区
域
又
は
当
該
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
を
所
管
す
る
福
島
県
建
設
事
務
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。
)

（
砂

防

課
）

公

告

公
告
第
三
百
五
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
四
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ふ
よ
う
土
２
１
０
０

三

代
表
者
の
氏
名

里
見

喜
生

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
湘
南
台
一
丁
目
十
番
地
の
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
い
わ
き
市
を
中
心
と
し
て
福
島
県
内
外
に
お
い
て
、
市
民
・
企
業
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
・
行

政
等
と
の
協
働
に
よ
る
よ
り
よ
い
地
域
づ
く
り
を
目
指
し
、
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
調
査
研
究
・
開

発
、
企
画
・
計
画
策
定
、
施
策
提
言
等
を
通
し
て
、
ま
ち
づ
く
り
の
知
恵
や
情
報
の
集
約
と
発
信
を

行
う
と
と
も
に
社
会
の
発
展
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
い
わ
き
市
・
福
島
県
の
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
文
化
振
興
課
）

公
告
第
三
百
五
十
五
号

福
島
県
商
業
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
福
島
県
条
例
第
百
二
十
号
。
以
下

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り

で
あ
る
。
な
お
、
当
該
意
見
を
平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
七
日

ま
で
福
島
県
商
工
労
働
部
産
業
振
興
総
室
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
、
福
島
県
い
わ
き
地
方
振
興
局
企
画
商

工
部
地
域
づ
く
り
・
商
工
労
政
課
、
い
わ
き
市
商
工
観
光
部
商
工
労
政
課
、
田
村
市
産
業
部
商
工
観
光

課
、
鮫
川
村
企
画
調
整
課
、
平
田
村
産
業
課
、
古
殿
町
産
業
振
興
課
、
小
野
町
企
画
商
工
課
、
広
野
町

役
場
一
階
中
央
ロ
ビ
ー
、

葉
町
新
産
業
創
造
室
、

葉
町
会
津
美
里
出
張
所
及
び
川
内
村
復
興
対
策

課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
知
事

内

堀

雅

雄

一

意
見
の
対
象
と
な
っ
た
特
定
小
売
商
業
施
設
の
名
称
及
び
新
設
に
係
る
土
地
の
所
在
地

（
仮
称
）
イ
オ
ン
モ
ー
ル
い
わ
き
小
名
浜

い
わ
き
都
市
計
画
小
名
浜
港
背
後
地
震
災
復
興
土
地

区
画
整
理
事
業
地
内
（
街
区
番
号
二
符
号
一
ほ
か
）

二

条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要

意
見
な
し
。

（
商
業
ま
ち
づ
く
り
課
）

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日 ��
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福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
二
号

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
教
育
委
員
会
文
書
等
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
県
立
学
校
の
項
中
「
双
葉
翔
陽
高
等
学
校
（
双
翔
高
）
」
を
「
双
葉
翔
陽
高
等
学
校
（
双

翔
高
）

ふ
た
ば
未
来
学
園
高
等
学
校
（
ふ
未
学
高
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
教
育
総
務
課
）

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
六
日

福
島
県
教
育
委
員
会

福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
立
特
別
支
援
学
校
学
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
福
島
県
立
い
わ
き
養
護
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
島
県
立
い
わ
き
養
護
学
校
く
ぼ
た
校

高
等
部

普
通
科

い
わ
き
市

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
別
支
援
教
育
課
）


